
◎
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
基
本
法

（
平
成
二
一
年
六
月
一
二
日
法
律
第
五
二
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
五
月
八
日
・
衆
議
院
本
会
議
）

○
遠
藤
利
明
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
申
し
上
げ
ま
す
。
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…
…
…
…
…
…
…
…
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略
）…
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
基
本
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
趣

旨
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ

計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
の
推
進
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
、
農
山
漁
村
の

活
性
化
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
源
の
多
様
化
等
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
の
基
本
理
念
を
定
め
る
と
と
も
に
、

政
府
は
、
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
基
本
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
、
ま
た
、
政
府
は
、
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
会
議
を
設
け
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
本
案
の
趣
旨
及
び
内
容
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、四
月
三
十
日
農
林
水
産
委
員
会
に
お
い
て
、全
会
一
致
を
も
っ

て
委
員
会
提
出
の
法
律
案
と
す
る
こ
と
に
決
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
、
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
に
関
す
る

件
を
本
委
員
会
の
決
議
と
し
て
議
決
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
決
議（
平
成
二
一
年
四
月
三
〇
日
）

バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
は
、農
山
漁
村
の
活
性
化
、地
球
温
暖
化
防
止
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
源
の
多
様
化
等
の
観
点
か
ら
重
要
性
を
増
し
て
い
る

が
、
そ
の
一
層
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的

な
実
施
が
不
可
欠
で
あ
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、「
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
基
本
法
」
の
施
行
に
当

た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

記

一

バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
基
本
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

政
治
主
導
の
下
、
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
会
議
に
お
い
て
関
係
行
政

機
関
相
互
の
調
整
を
十
分
に
図
り
、
閣
議
に
お
い
て
決
定
を
行
う
こ

と
等
に
よ
り
、
国
が
達
成
す
べ
き
目
標
の
設
定
等
の
一
体
性
及
び
整

合
性
を
確
保
す
る
こ
と
。

二

第
二
十
条
第
五
項
に
基
づ
き
政
府
が
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
基
本
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計
画
に
検
討
を
加
え
、
変
更
す
る
に
当
た
り
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用

に
関
す
る
技
術
の
進
歩
そ
の
他
の
バ
イ
オ
マ
ス
に
関
す
る
状
況
の
変

化
に
よ
り
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
基
本
計
画
の
変
更
で
は
十
分
に
バ

イ
オ
マ
ス
の
活
用
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
、
そ
の
改
正
を
含
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

三

関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
関
係
行
政
機
関
が
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推

進
専
門
家
会
議
を
設
け
る
に
当
た
っ
て
は
、

１

バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
の
一
体
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
バ
イ
オ

マ
ス
活
用
推
進
専
門
家
会
議
の
委
員
を
共
同
し
て
委
嘱
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

２

バ
イ
オ
マ
ス
の
大
部
分
が
農
山
漁
村
に
由
来
し
、
農
林
水
産
業

及
び
農
山
漁
村
が
バ
イ
オ
マ
ス
の
供
給
に
関
し
極
め
て
重
要
な
役

割
を
担
う
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
農
林
水
産
業
を
営

む
者
及
び
農
山
漁
村
の
住
民
の
意
見
が
十
分
に
反
映
さ
れ
る
よ

う
、
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
専
門
家
会
議
の
委
員
の
人
選
に
当

た
っ
て
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

二
、
参
議
院
農
林
水
産
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
六
月
五
日
）

○
平
野
達
男
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
の
推
進
に
関
し
、

基
本
理
念
を
定
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
国
民
の
責
務
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策

の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
の
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
長
遠
藤

利
明
君
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全

会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。な

お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
六
月
四
日
）

バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
は
、
農
山
漁
村
の
活
性
化
、
地
球
温
暖
化
防
止
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
源
の
多
様
化
等
の
観
点
か
ら
重
要
性
を
増
し
て
い
る

が
、
そ
の
一
層
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な

実
施
が
不
可
欠
で
あ
る
。
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イ
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ス
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よ
っ
て
政
府
は
、「
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
基
本
法
」
の
施
行
に
当
た

り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
基
本
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
政

治
主
導
の
下
、
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
会
議
に
お
い
て
関
係
行
政
機
関

相
互
の
調
整
を
十
分
に
図
り
、
閣
議
に
お
い
て
決
定
を
行
う
こ
と
等
に

よ
り
、
国
が
達
成
す
べ
き
目
標
の
設
定
等
の
一
体
性
及
び
整
合
性
を
確

保
す
る
こ
と
。

二

第
二
十
条
第
五
項
に
基
づ
き
政
府
が
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
基
本
計

画
に
検
討
を
加
え
、
変
更
す
る
に
当
た
り
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
に
関

す
る
技
術
の
進
歩
そ
の
他
の
バ
イ
オ
マ
ス
に
関
す
る
状
況
の
変
化
に
よ

り
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
基
本
計
画
の
変
更
で
は
十
分
に
バ
イ
オ
マ
ス

の
活
用
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ

の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
そ

の
改
正
を
含
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
関
係
行
政
機
関
が
バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進

専
門
家
会
議
を
設
け
る
に
当
た
っ
て
は
、

１

バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
の
一
体
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
バ
イ
オ
マ

ス
活
用
推
進
専
門
家
会
議
の
委
員
を
共
同
し
て
委
嘱
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

２

バ
イ
オ
マ
ス
の
大
部
分
が
農
山
漁
村
に
由
来
し
、
農
林
水
産
業
及

び
農
山
漁
村
が
バ
イ
オ
マ
ス
の
供
給
に
関
し
極
め
て
重
要
な
役
割
を

担
う
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
農
林
水
産
業
を
営
む
者
及

び
農
山
漁
村
の
住
民
の
意
見
が
十
分
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
バ
イ
オ

マ
ス
活
用
推
進
専
門
家
会
議
の
委
員
の
人
選
に
当
た
っ
て
配
慮
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。

バ
イ
オ
マ
ス
活
用
推
進
基
本
法
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